
申込み 

①派遣期日に関する
事前打ち合わせ 

②-1 年間実施計画及び教
育相談員派遣事業申請
書（様式３）の送付 

④ 実施報告書（様式４）の提出 

③ 派遣 

②-2 年間実施計画
及び教育相談員
派遣事業申請書
（様式３）の写し
の送付 

⑤ 事前打ち合わせ 

⑧ 実施報告書（様式４）の提出 

⑦ 派遣 

⑥ 申請書（様式２）及び 
申込票（様式１）の送付 

②事前

確認 

① 意向の確認 

④申込票（様式１）

の送付 

③申込票（様式１）

の作成 

令和６年度教育相談員派遣事業フロー図 
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉保健所が行う

療育相談会 

保護者・本人等 

所・園、学校等が市町村（学校組合）教育委員会を通じて申し込む場合 

福祉保健所が行う療育相談会に、県立特別支援学校の教育相談員を派
遣して行う教育相談の場合 
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保護者・本人等 

市町村（学校組合） 

教育委員会 

 

所・園、学校 

（２） 



① 事前電話相談 

⑨ 実施報告書（様式４）の提出 

⑧ 派遣 

 ④  申込み先

の連絡 

③ 申込み先の調整・決定 

⑤ 事前打合せ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※（１）、（３）について、下記の場合は、特別支援教育課に電話で相談ください。 

・所・園、学校で、該当する幼児児童生徒に必要な支援を十分に行ったうえで、教育相談

につなげる必要があるかどうか判断が難しい場合 

・県外からの転居に伴う就学等事務において教育相談が必要な場合 
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保護者・本人等 

県立中・高等学校等 

⑥申込票（様式１）の作成及び 

申請書（様式２）の作成 

②実施可と確認後 

保護者の意向の確認 

⑦ （様式１）

及び（様式２）

の送付 

（３） 県立中・高等学校等が申し込む場合 


